
 

公益社団法人 アムネスティ・インターナショナル日本 
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町 2-12-14 晴花ビル７F 

Tel. 03-3518-6777(代表)／Fax  03-3518-6778 

 
□ 私はアムネスティ「ヒューマンライツ・サポーター」プログラムに参加します。 
 
名前                                        
                    姓（漢字）                 名（漢字） 
フリガナ                                      
                    セイ                    メイ

 

生年月日      年   月   日    郵便番号 〒    －      
 
住所（番地、建物名・号室までご記入ください。）                         

 
                                            

 
電話番号（昼間）        ―        ―         

Email ｱﾄﾞﾚｽ                                  
                                                

 
① 私はアムネスティの会員です。     会員番号               
□ 会員を継続しながら、新たにヒューマンライツ・サポーターに申込む。 

□ 会員（個人、賛助、サポーター、フレンズ）からヒューマンライツ・サポーターに移行。 

② 新規にヒューマンライツ・サポーターに申込み。 
□ 私は会員だったことがあります。     □ 私は会員だったことはありません。 （どれか一つに☑） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注１）「ヒューマンライツ・サポーター」は公益法人アムネスティ・インターナショナル日本の意思決定 

   に参加するための基本要件である「会員」には該当しません。総会での意思決定に関与するため

に議決権を持つことを希望される方は、別途、会員に登録し、会費を納める必要があります。 

 
注２）「ヒューマンライツ・サポーター」としての寄付は、公益社団法人に認められた寄付税制の対象と

なります。くわしくは、別紙「公益社団法人アムネスティ・インターナショナル日本の寄付税制

について」をご参照ください。 
 

 

私は、月々

           

をヒューマンライツ・サポーターとして寄付します。

 

       
 

西暦    年   月   日     署名                    

 

  
□ 裏面の「手続きの手引」を確認した上で申し込みます。（☑チェックしてください） 

「ヒューマンライツ・サポーター」（定期寄付者）申込書

5,000円 3,000円 2,000円 1,500円

その他　￥

(

）※1,000円以上、100円単位の任意の金額で
お申込みいただけます。

注３）年に一度、１月に領収書を送付します。



 

公益社団法人 アムネスティ・インターナショナル日本 
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町 2-12-14 晴花ビル７F 

Tel. 03-3518-6777(代表)／Fax  03-3518-6778 

 

 

ヒューマンライツ・サポーターにご登録くださいましてありがとうございます。 

諸手続きについてお知らせいたします。ご確認いただきますようお願いいたします。 
 
１．入会お申し込みの成立 
 
入会の手続きは、「申込書」を事務局が受け付けた時点で成立します。 
 
現会員の方がヒューマンライツ・サポーターに移行する場合は、この書面をもって会員を退会し、   

ヒューマンライツ・サポーター（定期寄付者）への登録に同意した事となり、移行手続きが完了します。 
 
２．ご寄付の方法 
 
ご寄付の方法は、クレジットカード、口座からの自動引落がご利用いただけます。 
 
新規に本寄付プログラムへ登録される方は、別途、クレジットカードによるお支払手続き、あるいは自

動引落によるお支払い手続きが必要です。 
 
３．寄付金の引落日 
 
自動引落をお申込みの場合、引き落とし日は下記の日付になります。 
 
○クレジットカードでお支払の場合：毎月１５日 
※ただし、初回支払日が土休日の場合は、前営業日になります。 
 
○口座からの引落でお支払いの場合：毎月１２日 
※ただし、12 日が土休日の場合は、翌営業日になります。 
 
※初回引落は、お申込みから最長２ヵ月程度かかることがございます。 
 
※プログラム参加期間中、何らかの理由で約定寄付額が引き落としできなかった場合、翌月の引き落とし

の際に、前月分と合わせて引き落としをさせていただきます。 
 
※年一括払いの場合、次年度以降は、初回の引落月と同月に自動で引落させていただきます。 
 
４．約定寄付の解除 
 
お申し出がない限り、自動更新となります。寄付を中止する場合は、前月末までにお申し出ください。

それ以後のお申し出の場合、クレジットカード会社、銀行の手続きの関係で、最大一回分のご寄付が  

お申し出日以降に引き落とされることがございます。 
 

ヒューマンライツ・サポーター（定期寄付者）手続きの手引き


